
.

▼医療用医薬品と一般用医薬品
病院や医院など医療機関で、医師の診断のもと発行された処方箋により

薬剤師が調剤した薬を「医療用医薬品」といいます。　

これに対して薬局や薬店・ドラッグストアなどで、処方箋なしに買える薬を

「一般用医薬品」および「要指導医薬品」といいます。一般用医薬品や要指導医薬品は、

OTC（Over The Counter）医薬品、市販薬や大衆薬と呼ばれることもあります。

医療用医薬品

作用や使用方法などの点で医師や薬剤師などの専門家による管理が必要であり、大部分に

保険が適用されています。医療機関や保険薬局で調剤を経て受け取る薬は、患者さん

一人ひとりの体質や症状に合わせて種類や量が決められるので、処方された人以外は

服用できません。処方された薬は、医師の指示に従い、用法・用量を守り、医師の指示を

受けずに保管して自分の判断で使用したり、他の人に譲ったりしないでください。　

なお医療用医薬品と市販の薬（一般用医薬品・要指導医薬品）で同じ効果を表示している場合

でも、成分や含量が異なったり、効き方や効き目が異なることがあります。医療用医薬品の効能・

効果を知っているからといって、自分の判断で市販の薬の代わりに使うようなことは絶対にしないで

ください。　　　

 一般用医薬品・要指導医薬品

一般の人が薬剤師や登録販売者のアドバイスのもとに薬局やドラッグストアなどで購入し、

自分の判断で使用する薬です。成分の種類や含有量などの観点から、指示されている用量の

範囲では比較的安全とされています。使用に際しては、使用量や使用方法をわかりやすく記載した

説明書（添付文書）がついていますので、必ず読むようにしてください。　

一般用医薬品にはリスクに応じた３つの区分があります。それぞれ販売時の陳列や薬剤師等

の専門家の関わり方、情報提供の仕方が決められています。例えば、一般医薬品はインターネット

等での通信販売が認められていますが、要指導医薬品は、リスクが高いもしくは確定していない

医薬品であり、薬剤師から対面で指導を受ける必要があるため、認められていません。　
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＜薬剤師＞

国家資格を持った薬の専門家です。

医薬用医療品、要指導医薬品、第一類医薬品を含めた、

すべての医薬品を取り扱うことができます。

＜登録販売者＞

都道府県知事が資格認定した、薬の専門家です。第一類医薬品を除く

一般用医薬品を取り扱うことができます。

　一般用医薬品・要指導医薬品は、「健康の維持増進」「病気の

かかりはじめと思われる体調不良の初期治療」「原因が

明らかな慢性疾患の症状緩和」「環境衛生」などを目的

に使用します。

　ほとんどは、疾患を治すわけではなく、症状を改善する薬です。

 　従って初期治療として支持された期間にクスリを服用しても

治らない場合は、医療機関への受診を要します。

  



　薬を購入の際は、疾患やアレルギー、すでに服用中の医療用医薬品やサプリメントが

ある場合は、薬局やドラッグストアですべて伝えるようにしてください。薬の成分は、他の薬、

サプリメント、食品との組み合わせによって、効き目が強くなりすぎることや、逆に効かなくなる

ことがあります。一緒に服用してはいけない薬はないか、食べてはいけないものはないか、

説明書（添付文書）をよく読んで確認してください。

　　　　井上病院附属診療所　健診センター　　　文：和田正明


